
議案第１１号

財産の無償貸付について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定によ

り、次の財産を無償で貸し付けることについて、議会の議決を求める。

令和８年２月２７日提出

渋川市長 星 名 建 市

１ 無償貸付をする財産

（１） 土地

所在 渋川市渋川字折原３８９０番１０

面積 １，５３５．２５平方メートル

（２） 建物

所在 渋川市渋川字折原３８９０番地１０

構造 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき地下１階付平屋建

延床面積 ５９６．１９平方メートル

（３） その他

附属する設備及び物品を含む。

２ 無償貸付の相手方

渋川市石原５６４番地２

医療法人社団平形会

理事長 平形久弥

３ 無償貸付の目的

上記財産を無償で貸し付けることにより、当該相手方が旧渋川市みかげ

デイサービスセンターを次に掲げる少子高齢化社会の諸課題に対応するた

めの事業を行う施設として有効に活用することを目的とする。

（１） 高齢者の居場所として活用する事業

（２） 子育て支援の場として活用する事業

（３） 多世代の方が交流できる場として活用する事業

４ 無償貸付の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで



理 由

旧渋川市みかげデイサービスセンターを有効活用するため、土地及び建物

等を医療法人社団平形会に無償で貸し付けようとするものである。




















